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平成２２事業年度業務実績報告概要

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

（１）的確な施設の運用と管理

① 安定的な用水の供給

１）安定的な用水の供給 （８頁）

機構は利水者の水利用計画、河川流量、雨量等の水象・気象情報を的確に把握す

るとともに、全ての施設についてその機能が確実に発揮できるよう定期的な点検や

整備を行い、安定的な水供給に努めた。

また、機構は地域の水利用状況を把握し、水利用に関する利水者の計画、要望の

もと中立的な立場で利水者毎の配水量の調整を行い、取水・導水を行った。

さらに施設における地震や第三者事故等災害の発生においても、受水者側での影

響を最小化するべく、関係機関と連携して迅速かつ機動的な対応を行った。

【具体例】

霞ヶ浦用水は茨城県西部に水道(給水人口約３０万人)、工業（約１５０事業所 、）

農業（受益地約２万ｈａ）の各用水を供給するライフライン機能を担っている。

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震では、同施設においても

震度６強を観測し、地震による管路の被災のため、用水供給を全面的に停止せざる

を得ない状況となった。被災状況（管路に附帯する空気弁、排泥管等の損傷）から

復旧には約１ヶ月を要することが予想されたが、断水の影響を勘案し、速やかに復

旧を行うべく、本社や他の事務所より応援要員を派遣するとともに理事が現地で陣

頭指揮して、詳細に損傷箇所を把握し応急復旧を行った。応急復旧では、同口径の

二連管路である特長を活かし、優先して応急復旧する片側の管路に損傷していない

空気弁の部品を移設するとともに、破損した排泥管を現地で調達できる材料で閉塞

処理し、発災後７日目の３月１８日には水道用水及び工業用水の供給を再開するこ

とができた。残りの管路についても４月２０日までに復旧を終え、水田（約７千ｈ

ａ）の作付に間に合わせることができた。

またこの間、霞ヶ浦用水の送水が停止したことで、茨城県県西広域水道用水供給

事業を通じて受水している茨城県桜川市の水道が断水した。このため、機構が所有

し、吉野川水系旧吉野川河口堰管理所に配備していた可搬式海水淡水化装置を現地

まで搬送した上で、機構職員が直営により装置を運転し、給水活動を行った。桜川

市水道課を通じて市民及び病院等へ９日間で約１１５ｍ （約３万８千人分の飲料水３

相当）の給水を行った。

２）渇水への対応 （１４頁）

気候変動による利水運用面への影響の検討を行うために、指定７水系について流

出解析モデルの構築を進め、流出解析モデルを概成させるとともに、システム構築

技術の習得に取り組んだ。

渇水対応面では、平成２２年度は、吉野川・筑後川水系で降水量が少なく、河川
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流況の悪化に伴い、吉野川水系・銅山川３ダムでは渇水となったため取水制限が行

われたほか、筑後川水系では自主節水を行った。これらに対して８事務所（本社、

局を含む ）で渇水対策本部等を設置し、渇水調整を行うとともに、適時的確な水源。

情報の発信、関係機関への周知等を行った。また、きめ細かな水管理や降雨の有効

活用によって効率的な水運用に努める等、国民生活への影響の軽減に努めた。

（１６頁）【具体例】

ア）早明浦ダムでは、８月と９月の降水量が少なく、平成１８年から４年連続して

取水制限を行う事態となることが危惧された。このため、降雨や流況を踏まえて

関係者間で協議を行いつつ、自主節水等の運用を行った結果、４年ぶりに取水制

限を回避することができた。

イ）筑後川水系の寺内ダム及び江川ダムでは、８月以降に少雨傾向となり、筑後川

の流況が悪化したため、１１月からダムに貯留した水を福岡県及び佐賀県の水道

用水として補給したが、寺内ダム及び江川ダムの貯水率が低下したため、利水者

における自主節水を開始（福岡地区水道企業団は１１月、佐賀東部水道企業団は

１２月）した。これらを踏まえて、筑後川局及び管内事務所では１２月２４日に

渇水対策本部を設置し、渇水対応を行った。また福岡導水山口調整池でも、水道

利水者と協議した上で約４３０万ｍ の補給を行い、渇水被害の軽減に貢献した。３

３）水管理情報の発信 （２６頁）

、 、 （ 、利水及び治水機能を有するダム等において 毎日 水管理に関する情報 流入量

放流量、水位等）をホームページを通じて発信することで、国民及び利水者に情報

提供した。

② 良質な用水の供給

１）水質保全等の取組 （３０頁）

機構が管理している全５１施設において、日常的な巡視、定期的な水質調査、水

質の自動観測、利水者等からの水質データの入手等により、水質情報を把握し、供

給する用水の水質にも目を配るとともに、異常発生時には利水者への速やかな情報

提供に努めた。また３７施設で水質情報をホームページに掲載することでエンドユ

ーザーへも情報を提供した。

貯水池やファームポンド等における水質異常の未然防止のために、曝気循環設備

を２１基、分画フェンスを５基新たに設置し、これまでに２２施設において１２６

基の水質保全対策施設の設置を完了した。これら施設の効率的な運用を図るととも

に、関係機関と連携して流域からの負荷削減にも努めるなど、水質異常の発生抑制

を図った。

一方、こうした水質対策設備等により水質異常の未然防止を図っているが、平成

２２年度はアオコや淡水赤潮等の水質異常が２４施設で計５５件発生した 平成２１（

年度は２１施設で５３件 。水質異常が発生した際には、利水者や関係機関に速やか）

、 、に情報を提供して連携・調整を図った上で 臨時水質調査等による状況把握を行い

選択取水設備の運用や拡散防止を目的としたフェンスの設置等、利水者等への影響
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を軽減する措置を図った。

また、利水者や地域等との連携強化を図ることを目的として、水質に関する利水

者等との協議会・勉強会の開催や参加を行うとともに、水質改善に向けて地元住民

と連携した取組を実施した。

【具体例】

阿木川ダムでは、平成１６年度より地元住民と連携した水質保全の取組として、

地元の恵那農業高校生と協力し、ダム湖内で水生植物（空芯菜）の水耕栽培実験を
くうしんさい

実施している。平成１９年度には内閣府「地方発の地域経済建て直し」政策コンペ

特別賞を受賞、平成２０年度には水質汚濁が深刻なカンボジアの湖において現地水

上生活者に対する栽培指導対象となり、平成２２年度には堀川（名古屋市）での水

質浄化試験に採用されるなど、同ダムにおける取組の他事例への活用が広がりを見

せている。

さらに、平成２２年度の取組として、全２９ダム、全１９水路施設において水質

管理計画を策定するとともに、全河口堰施設における水質管理計画（案）を作成し

。 、 、た 同計画によって 通常時水質状況の把握や水質異常発生時の関係機関との連携

、 、 、対応など 的確な水質管理を実施するとともに ＰＤＣＡサイクルの考えを踏まえ

計画の適宜見直しを図り、水質保全対策の一層の推進を図っている。

さらに、貯水池等における水質異常の解消を目指し、全社的な水質プロジェクト

、 。チームを活用し 問題が発生している施設の具体的な水質改善方策の検討を行った

そのうち以下の施設について、水質改善にかかる実証実験を実施するために水質対

策設備の設置等を実施した。

・浅層曝気循環設備・・・浦山ダム、一庫ダム、日吉ダム、寺内ダム、長柄ダム

（房総導水路）

・全層曝気循環設備・・・木曽川用水

・微細気泡発生装置・・・正蓮寺川利水

・分画フェンス・・・・・浦山ダム、早明浦ダム、富郷ダム

・沈水植物の再生 ・・・霞ヶ浦開発

・ファームポンド二連化・北総東部用水、東総用水

） （ ）２ 水質保全対策設備の運用技術向上 ４０頁

水質保全対策設備に関して、既存の設備についてはその効果を最大限に発揮させ

るための施設改良や運用改善を行うとともに、実用化に至っていない新たな技術に

ついて、効果把握のための実証実験等を行い、一層の効率的・効果的な運用技術の

向上を図った。

（ ）【 】具体例 ４１頁

日吉ダムの『浅層曝気が併用できる深層曝気装置の実用化』において、平成２２

年度は、従来の概ね１．５倍の循環能力（連行水量）を持つ散気装置の開発及び浅

層曝気循環機能のみを停止させる装置を開発、実機へ設置し、効果検証を行った。

これにより、実用性が更に向上した。
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また、曝気循環設備等の最適な運転時間や運転基数など効果的・効率的な運用方

法を確立し、マニュアル化するため、的確な知見を得ることを目指して、モニタリ

ング計画の作成及びデータの蓄積を行った。

３）貯水池等流入負荷の把握 （４６頁）

貯水池への流入負荷軽減に向け、平成２２年度は全２９ダム等施設において、既

存の調査、統計資料等による流入負荷関連の情報収集・整理を行い、貯水池等水質

管理計画に反映した。

） （ ）４ 水質事故等発生時の対応 ４８頁

平成２２年度に水路やダム貯水池等の機構施設やその周辺において発生した、第

三者等（工場等の事業者、不法投棄、交通事故による油漏れ等）に起因する油流出

等の水質事故は、５１施設のうち１９施設で３９件発生（平成２１年度は１７施設

３７件）した。

機構では、利水者、関係機関等と迅速な連絡調整を図って情報共有に努めるとと

もに、取水停止、取水位置の変更、オイルフェンス、オイルマット設置等の予防保

全対策を実施し、水質被害の拡大防止に努めた。平成２２年度は、前年度に発生し

た水質事故での初動対応における教訓を踏まえ、理事長以下複数の役職員に水質事

故情報が同時にメール通報される仕組みや、水質事故発生時の初動マニュアル見直

しなど初動態勢の強化を図った。これらの取組を通じて、市民生活や産業活動に支

障を来すような水質事故にはつながらなかった。

【具体例】

ア）平成２２年８月２０日、荒川水系入間川支流に注ぐ用水路に、運送会社から給

。 、油中の軽油約２５０リットルが流出した 利根導水総合事業所秋ヶ瀬管理所では

利水者である東京都水道局朝霞浄水場との連絡を密にするとともに、関係機関と

連携して、河川巡視や取水口でのオイルフェンス、オイルマットを設置して、取

水口への流入防止対策を講じた。

イ）平成２３年２月１８日、武蔵水路内へのトラック転落事故が発生した。燃料油

等の流出を防止するため転落地点下流の数ヶ所にオイルフェンスを設置するとと

もに、河川管理者及び利水者の協力を得て、秋ヶ瀬取水堰上流から取水する埼玉

県大久保浄水場及び東京都朝霞浄水場の供給に影響させない範囲内として２２時

１５分～翌１９日１３時までの間で武蔵水路の通水を停止した上で転落車両を撤

去し、荒川を含む下流への油の流出を防いだ。

） （ ）５ 水質調査結果等の公表 ５６頁

平成２１年における管理施設の水質調査結果等の情報を収集・整理し 「平成２１、

年水質年報 としてとりまとめ 記者発表・ホームページ掲載を行うとともに ３１６」 、 、

の関係機関等への配布を行うなど、広く情報発信を行った。

③ 洪水被害の防止又は軽減
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） （ ）１ 施設管理規程に基づく洪水対応 ５８頁

平成２２年は、特に４月から７月にかけ全国的に降水量が多かった。機構施設で

は５２１回（約１８．６回／年・施設 、延べ８６５日（約３０．８日／年・施設）の）

防災態勢を執り 全２２ダムのうち９ダムにおいて 延べ２５回の洪水調節を実施 平、 、 （

成２１年度は１１ダム、延べ１６回）し、洪水被害の軽減を図った。印旛沼開発施

設では延べ７回の洪水に対し合計約６，６７９万ｍ （印旛沼利水容量５．１杯分）３

の排水を実施し、浸水被害の軽減を図った。

（ ）【 】具体例 ６１頁

ア）平成２２年７月１１日～１６日にかけては、梅雨前線と低気圧の影響で全国的

に大雨となり、２５事務所で防災態勢を執った。

日吉ダムでは、流域平均雨量が２時間で７１．９ｍｍという高強度の降雨があ

り、流入量が既往第２番目の６９８ｍ ／ｓ（既往最大８５６ｍ ／ｓ）を記録し３ ３

。 、た 管理所では急激な放流にも対応できるように早めに洪水のための態勢を整え

急激な流入の増加にも遅れることなく洪水調節を行い 下流の洪水被害の軽減 下、 （

流の亀岡地点でダムがなかった場合の推定値と比較して１．０６ｍの水位低減）

を行うことができた。

寺内ダムでは、ダム上流域の累加雨量が４６６ｍｍ（年平均雨量の１／４）と

なる大出水となり、４日間に亘る断続的な降雨によって出水のピークが５回を数

える非常に珍しい流入パターンとなり、しかも最後の５つ目のピークが既往最大

となる２２９ｍ ／ｓの流入量を記録した。当該出水のような断続的な雨では残３

留域からの流出を予測しつつ、下流の状況や貯水位を考慮して、必要な場合は放

流量を絞る操作も考える必要があるが、過去のデータや経験に基づく判断で的確

な操作を行い、下流の洪水被害を軽減（下流の金丸橋地点でダムがなかった場合

の推定値と比較して０．６５ｍの水位低減）することができた。

イ）平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震では、霞ヶ浦周辺で最

大震度６弱、印旛沼周辺でも最大震度５弱を観測し、霞ヶ浦や印旛沼の堤防の亀

裂、液状化による沈下等が発生し、本格的な降雨シーズンを前にその堤防機能の

回復が急務となった。印旛沼開発では、被災後の降雨による水位上昇に備え、沼

の水位を低下させる措置をとり、シート等による堤防被災箇所の応急対策を速や

かに行い、４月１日までに完了させた。霞ヶ浦開発では、堤防機能が損なわれた

箇所で緊急的な応急復旧を図った （１（２）③に詳述）。

） （ ）２ 異常洪水時の操作方法検討 ６４頁

事前放流 に係る実施要領等を策定している２ダム（下久保ダム、草木ダム）に※１

加え、平成２２年度は阿木川ダムにおいて、河川管理者及び利水者の了解を得て事

前放流に係る実施要領を策定した。なお、平成２２年度は事前放流を実施すべき事

象は発生しなかった。

またダムの計画規模を超えるような異常洪水に対して、下流の洪水被害を最小限

に抑えるための放流方式（非常時操作） については、各ダムとも流出特性、下流※２

河道整備状況、残流域の流出傾向及び放流施設等などが異なり、それぞれのダムに
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適した操作方法を策定することが重要なため、平成２２年度は、既往の洪水波形で

の検証と操作判断材料として必要となる条件等の資料を整理するとともに、実施に

向けた課題や問題点を抽出した。その上で草木ダムでは、雨量予測に基づく事前放

流方式と洪水調節方式の変更に関する操作要領（案）を作成することができた。こ

の他、早明浦ダムでは「ただし書き 」放流において洪水調節容量を最大限活用す※３

る放流方式の適用、銅山川３ダム（富郷ダム、柳瀬ダム及び新宮ダム）では最下流

の新宮ダムからの放流を抑える３ダム連携の放流方式の適用を検討した。

一方、平成２１年の木津川ダム群の統合操作について分析を行い、今後の的確な

ダム操作を目指した課題と対応策について整理した。

※１ 事前放流・・・大規模な出水が予想される場合に、出水前にダムからの放流を行い、洪水調節

のための容量をできる限り多く確保して、洪水調節機能を強化するもの。

※２ 異常洪水に対応した放流方式（非常時操作 ・・・計画規模を超えるような大洪水の流入が確実）

な状況において、より効果的な洪水調節を行うため、操作規則等に規定されている計画の洪水調節

操作を変更し、下流の洪水被害を最小限に抑えることを目的とした洪水調節操作を行うこと。

※３ ただし書き操作・・・想定された計画洪水量を超える洪水が発生し、ダム水位が最高水位（サ

ーチャージ水位）を越えると予想されるときに行われるダム操作。各ダムの操作規則において操作

の対象となる条件が通常「ただし、気象、水象その他の状況により特に必要と認める場合」として

規定されているため、一般に「ただし書き操作」と呼ばれる。

） （ ）３ 関係機関への洪水情報提供 ７４頁

浦山ダム及び滝沢ダムの放流警報設備について、平成２２年度から緊急時に活用

していただくことで皆野町、長瀞町と協定を締結した。また、岩屋ダムの放流警報
みな の ながとろ

設備を下呂市の防災無線の代替施設として利用することについて、９月に同市と協

定を締結した。

これにより、機構ダムの放流警報施設を緊急時に活用できる自治体は、３市町を

加えて１６自治体となった。

④ 施設機能の維持保全等

） （ ）１ ストックマネジメントの適切な実施 ７６頁

ダム等施設については、関係機関と連携し、ダムの長寿命化を目的に、総合点検

の調査項目、頻度、方法等必要事項を網羅した総合点検実施要領（案）の作成のた

め、国土交通省、機構、学識者で構成されている「ダムストックマネジメントに向

けた維持管理検討委員会」におけるダムの維持管理に関する指針（案）の策定に引

き続き協力している。一方で、機構独自の取組として、土木構造物の修復履歴など

のデータベースの構築作業を進めた。

水路等施設のストックマネジメントについては、平成２０年度から実施し、平成

２２年度は全１２事業所（２０地区）において地区毎に機能診断調査を行った。幹

線水路等延長約１４５ｋｍ、堰・機場３３施設について機能診断調査、評価及びラ

イフサイクルコストの算定等を継続して実施し、調査の進捗率は約６７％（幹線水

、 ） 。路等全延長６５１ｋｍ中４３４ｋｍ 平成２１年度までの進捗は４５％ となった



( 7 )

また、ストックマネジメント手法による調査結果については、事業所毎に関係利水

者に報告し、施設の現況について情報の共有を図った。

なお、香川用水で実施した施設機能調査（空水調査）の報道関係への公開が、他

の広報の模範になると評価され、全国農村振興技術連盟の広報大賞特別賞を受賞し

た。

機械設備では、ストックマネジメントを着実に実施するために、これまでに機構

が実施してきた整備・更新事例について平成２１年度に概成させた「機械設備整備

・更新技術解説書」に関し、平成２２年度には更にワイヤロープウインチ機器取替

等３工種を追加拡充して完成させた。また、武蔵水路糠田排水機場の改修設計にあ
ぬかた

たり、既存建屋、給水槽、燃料タンク等の施設の流用や、ポンプ台数を７台から６

台にするなどの合理化に向けた検討を行った。

電気通信設備では、平成２０年度までの設備整備、故障及び障害履歴情報の収集

と整理を経て、その整備水準、維持管理水準及び運用管理業務フロー等に関する手

引きである「電気通信設備管理指針」の改訂を行った。

） （ ）２ 施設点検の実施 ８２頁

ダム・水路等施設及びこれらを構成する設備、装置等について常に良好な状態に

保つため、必要な計測・点検及び維持修繕を実施した。

また全施設について、月１回以上（一部施設の冬期を除く）の安全点検を実施し

たほか、２３施設において地域住民と合同で安全点検を実施し、施設利用者の目か

ら見た施設の安全確保にも努めた。

） （ ）３ 機械化・電子化の推進 ８６頁

より効率的な施設管理を実施するため、機械化・電子化による監視システム等の

導入を図り、効率的な管理を推進した。

矢木沢ダム及び奈良俣ダムでは、平成２２年度も引き続き、これまで設置した監

視システム等を活用することで、両ダムの管理所職員（管理職を除く）を沼田市に

ある総合管理所勤務とし、冬期はさらに両ダム管理所の常駐体制を省力化して、総

合管理所を主体とした管理体制の試行を行った。

これらシステムを活用することで、３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震

において、設置した機器により初期の目視点検を行い、速やかな情報収集を行うこ

とができた。

長良川河口堰では、閘門の操作を管理所から遠隔操作できるように施設改良を行

った。

） （ ）４ 管理所施設等の耐震化 ９０頁

平成２２年度は、耐震性能を高めた施設等の割合を８２％（平成２１年度末８１

％）に高めるため、１施設（豊川用水総合事業部）の耐震化工事に着手した。
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） （ ）５ 災害復旧工事の実施 ９２頁

平成２２年度は、３月１１日１４時４６分に東北地方太平洋沖地震が発生し、太

平洋三陸沖を震源としマグニチュード９．０、最大震度７と観測史上最大を記録し

た。また、この地震は、岩手県沖から茨城県沖の延長５００ｋｍ幅２００ｋｍで発

生したとされており、関東地方においても最大震度６強を記録した。

機構においては、地震発生後直ちに施設点検を実施した結果、茨城県及び千葉県

に所在する事業所において、用水路や湖岸堤の被災が確認されたため、応援要員を

被災事務所に派遣するなどして直ちに応急工事を実施するとともに、国に対する災

害復旧工事の申請手続を進めた。その結果、関係者調整に時間を要した利根川連絡

水路（霞ヶ浦開発）を除き、被災した下記施設の工事計画概要書を３月３１日に提

出することができた。

●応急工事を実施するとともに、災害復旧工事申請を行った施設

利根川河口堰、霞ヶ浦開発、印旛沼開発、北総東部用水、成田用水、東総用水、

霞ヶ浦用水、房総導水路

） （ ）６ 附帯業務及び委託発電業務 ９４頁

機構の１８施設において発電事業者からの委託に基づく発電を実施した。また、

施設管理 環境整備等に関して 国土交通省 県 土地改良区及び電力会社等から２３、 、 、 、

件の施設管理に附帯する業務の委託を受け、的確な管理を行った。

（２）リスクへの的確な対応

（ ）① リスク管理体制の整備 １００頁

、 、平成２２年１１月２３日の北朝鮮の砲撃事案を受け リスク管理委員会を開催し

連絡体制の再確認及び情報収集の徹底について確認し、不測の事態に備えるなど、

国民の安全・安心の確保に万全を期するよう、全社を挙げて引き続き安全対策を徹

底するよう全事務所へ指示した。

② 異常渇水、大規模地震等に備えた対策の強化

） （ ）１ 耐震性能の強化 １０２頁

ダム等施設では、旧吉野川河口堰及び今切川河口堰について、学識経験者等で構

成される委員会の指導を得て東南海、南海地震に対する耐震性の照査を実施してい

る。用水路等施設では、施設の耐震性能の向上を図り、安全性に係る信頼を高める

ために、大規模地震に対する耐震補強等を平成２１年度に引き続き４水路施設（豊

（ ）、 （ ）、 、 ） 。 、川用水 二期 両筑平野用水 二期 木曽川用水 三重用水 で実施した また

新たに福岡導水においては、大規模地震による地震動や液状化による地盤変位に対

応するため、耐震性能を有する可とう管へ取り替える地震対策工事に着手した。

旧吉野川河口堰及び今切川河口堰について、平成２１年度の国土交通省による津

波波高予測をもとに、全閉状態のゲート扉体が津波波力を受けた場合におけるロー

ラ軸、戸当たり等への影響について解析を行い、この結果を踏まえ津波発生時にお

けるゲート操作方法に関する検討を開始した。
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） （ ）２ 危機管理対策の強化 １０６頁

徳島県総合防災訓練において、可搬式海水淡水化装置を活用した給水訓練を実施

した。また、緊急時における他機関からの支援要請等の対応を念頭にした運用体制

の確立（職員による直営作業化）に向けた取組として、装置の組立・解体及び運転

、 （ ） 。・操作訓練を実施するとともに 実操作用のマニュアル案 試運転編 を作成した

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により霞ヶ浦用水の送水

管等が被災し、茨城県桜川市の水道が断水したため、可搬式海水淡水化装置を用い

て機構職員が直営作業により給水活動を実施した。この結果、同市水道課を通じて

市民及び病院等へ９日間で約１１５ｍ （約３万８千人分の飲料水相当）の給水を行３

った （１（２）③に詳述）。

代替水源確保の検討として、利根導水施設において、大規模地震等により施設が

、 、損傷し用水供給が不能となった場合を想定し 被災直後の水供給を行う方策として

、仮設送水方法の検討及び渇水時の緊急取水方法等を平成２１年度に引き続き検討し

可搬式ポンプ車使用計画（素案）を作成するとともに、備蓄資機材及び可搬式ポン

プ車の配備、資機材組立ての訓練を実施した。

また全国３拠点での備蓄基地建設を進める中、関東地区の資機材等の備蓄拠点と

しての基地が利根導水施設内に完成し、管材、応急復旧資材の備蓄や、機構として

初めて可搬式ポンプ車（６０ｍ ／分）の配備を行った。３

３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震では、被災により管路の漏水が発生

した北総東部用水に漏水対策資材を搬送し、速やかな応急復旧に貢献した。また可

搬式ポンプ車は、東京電力の計画停電の影響で都市用水への供給が懸念された東総

用水東庄揚水機場に配備し、浄水場への用水供給に貢献した。

③ 大規模災害等への対応と日常の訓練

） （ ） （ ）１ 業務継続計画 ＢＣＰ の作成 １１４頁

大規模地震対策では、各事務所における業務継続計画策定に向け、各管内で説明

会を開催した。これにより、平成２２年度は２５事務所を加え全４０事務所のうち

３４事務所における業務継続計画（大規模地震編 （案）を作成した。）

） （ ）２ 危機的状況への的確な対応 １１６頁

地震については、３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震をはじめ、機構管

理施設で安全点検を行う必要が生じた地震（震度４以上またはダム基礎地盤におい

て２５ｇａｌ以上）が１８回発生した（平成２１年度は４回 。これらの地震発生時）

においては、早朝・夜間・休日を問わず速やかに防災態勢を執り、２１施設におい

て延べ９６回（平成２１年度１２回）に及ぶ臨時点検を行い、施設の安全確認を行

った。

【具体例】

平成２３年３月１１日１４時４６分に発生したマグニチュード９．０の東北地方

太平洋沖地震では、霞ヶ浦開発（震度６弱）や霞ヶ浦用水（震度６強）など、利根
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川・荒川水系から木曽川水系にいたる１８施設において震度４以上を観測した。本

社及び各事業所に防災本部を設置し、本社においては理事長を本部長として非常態

勢を発令し、情報収集、施設点検（発生直後の一次点検、詳細な二次点検）を行う

とともに、被害を回避するための施設操作、被災箇所の速やかな復旧、利水者を始

めとする関係機関への連絡等を迅速に行った。

また、この地震で大津波警報が発令されたことにより、利根川河口堰、長良川河

口堰、旧吉野川河口堰及び筑後大堰の４施設では地震時の防災態勢を執り、不測の

事態に備えた。

● 防災本部運営

、 、発災後 各施設が直ちに防災態勢を執るのに呼応して本社防災本部を立ち上げ

２４時間体制で災害復旧に対応した。各施設の点検状況及び被災状況、応急復旧

計画の説明や復旧工事の進捗状況、被災事務所への応援派遣や資材調達状況、並

びに機構ホームページでの公表内容について、理事長以下全役員及び本部要員出

席による全体会議を開催することで、理事長をトップとした情報の共有と、災害

対応への具体的な指示、命令を行った。全体会議は被災直後には数時間に１回、

以降は日１～２回の頻度で、応急復旧の目処が付く３月２２日までの間約１９回

開催され、速やかな情報共有と円滑な意志決定を行うことで迅速な応急復旧や災

害復旧申請手続を行うことに役立った。

● 応援要員及び応援資材

被災した施設の被害状況調査や、被災状況に応じた応急復旧計画の検討、応急

復旧工事の実施とそのための関係者及び関係機関との連絡調整、用地補償業務、

災害復旧工事申請に係る資料作成等には、年度末の繁忙期であったが機構として

早期復旧を優先して、本社をはじめ全国の支社局、事務所から、機構全職員の約

１割に相当する１２９人の職員を応援派遣（３月末まで。延べ６９７人・日に相

当）するなど全社的な体制を執ったことにより、速やかな応急復旧、災害申請手

続等を実施した。

被災した事務所では、必要な資機材、車両、燃料、食料、寝具等の物資の確保

が相当困難な状況であったことから、各施設で必要な物資、ストック及び消費状

況を確認しながら、全社的な応援体制により、必要な物資の確保や配送を職員の

応援派遣と併せて実施した。

● 余震対応

本震発生以後も余震が続き、３月１２日から３月３１日までに震度４以上を観

測した地震は計５５回発生し、このうち機構施設で震度４以上又はダム等施設に

設置された地震計で２５ｇａｌ以上が観測された地震は１５回を数えた。これら

の地震発生においても、延べ３９の施設で防災態勢を執り、巡視点検を実施して

施設の安全確認を行うとともに、速やかに関係機関への情報伝達を行った。

● 被災状況

３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により、霞ヶ浦開発、利根川河口

堰及び印旛沼開発の各施設では、堤防、護岸等に沈下・すべり・亀裂などの甚大

な被災が確認された。また北総東部用水、成田用水、東総用水、霞ヶ浦用水及び
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房総導水路の各施設においては、管水路からの漏水、管路地表面の耕地や道路の

沈下・亀裂や揚水機場等構内の沈下・亀裂等の被災が確認された。点検を終了し

た１２日朝から、これら被災箇所の応急復旧及び用水供給の早期復旧に向けた被

害状況調査や、応急工事等を開始した。

● 霞ヶ浦用水での対応

霞ヶ浦用水は茨城県西部に水道（給水人口約３０万人・約１１万戸 、工業（約）

１５０事業所 、農業（受益地約２万ｈａ）の各用水を供給するライフライン機）

能を担っている。

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震では、同施設において

も震度６強を観測し、管路の被災のため、用水供給を全面的に停止せざるを得な

い状況となった。被災状況から復旧には約１ヶ月を要することが予想されたが、

本社や他の事務所からの応援要員の派遣、理事による現地での陣頭指揮、同口径

の二連管路である特長を活かした応急復旧など速やかな復旧対応を行い、発災後

７日後の３月１８日には水道用水及び工業用水の供給を再開した （再掲）。

またこの間、霞ヶ浦用水の送水が停止したことで、茨城県桜川市の水道が断水

したため、可搬式海水淡水化装置を用いて機構職員が直営作業により給水活動を

実施した。この結果、同市水道課を通じて市民及び病院等へ９日間で

約１１５ｍ （約３万８千人分の飲料水相当）の給水を行った （再掲）３ 。

● 霞ヶ浦開発施設での対応

霞ヶ浦開発施設では、湖岸堤等でクラック、液状化による沈下等が発生し、特

に北浦の湖岸堤では、大きな沈下、陥没、亀裂等が見られた。甚大な被災で堤防

機能が損なわれた箇所での速やかな機能回復を目的に、盛土、クラック間詰め等

を行った上で ブルーシート等で覆う緊急的な応急復旧を図ったことで 平成２３、 、

年度の出水期対応に間に合わせることができた（平成２３年５月１６日応急復旧

完了 （再掲））。

● 計画停電への対応

東京電力の電力供給能力が大幅に減少（約４割減）したことを受け、３月１３

、 「 」日から東京電力管内で 管内を５グループに分け順次停電させる 計画停電対応

が行われた。

利根大堰から取水する見沼代用水路は、取水口から約４３ｋｍ下流の天沼揚水
あまぬま

機場からポンプにて荒川へ注水し、埼玉県大久保浄水場及び東京都朝霞浄水場へ

水道用水を供給しているが、計画停電によるポンプ供給停止の影響を回避するた

め、不足水量０．７４５ｍ ／ｓを同じく利根大堰から取水する武蔵水路を活用３

して振り替え供給することとし、改築工事中の武蔵水路の供給能力を確認した上

で河川管理者や利水者等との調整を行った。この結果、３月１４日以降（現在ま

で）振り替え供給を実施し、停電の影響を回避した。

また、矢木沢ダム、奈良俣ダムを含む利根川上流の４ダムの発電所では、水力

発電を最大限出力するようにとの東京電力からの要請を受け、３月２８日から３

月３１日までの間、通常時の放流に加え放流量を合計２６６万ｍ （日平均１０３

ｍ ／ｓ・約３４，６５０ｋＷの出力増に相当し、約１１，５５０戸の使用電力３
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に当たる ）増量する弾力運用を行った。実施に当っては、ダム上流からの融雪。

、 、による貯水容量の回復見込みや天候を考慮しつつ 利水用途に影響が出ないよう

きめ細かな放流操作を行った。

風水害については、台風及び前線の影響により防災態勢を執り、洪水調節を延べ

２５回実施した（平成２１年度１６回 。いずれも的確な対応により、洪水被害の軽）

減に貢献した （再掲）。

水質事故については、１９施設で３９件発生したが、利水者、関係機関等と迅速

な連絡調整を図るとともに、取水停止、取水位置の変更、オイルフェンス等の設置

により被害拡大の防止に努めた （再掲）。

なお、第三者事故については、１件の防災対応を行った。

） （ ）３ 武力攻撃事態等への対応 １３０頁

平成２２年度も武力攻撃事態等の発生はなかったが、平成２２年１１月２３日の

北朝鮮の砲撃事案を受け、リスク管理委員会を開催し、連絡体制の再確認及び情報

収集の徹底について確認し、不測の事態に備えるなど、国民の安全・安心の確保に

万全を期するよう、引き続き全社を挙げて安全対策を徹底するよう全事務所へ指示

した （再掲）。

また、テレビやインターネット等を通じて情報収集を行うとともに情報共有を図

った。

） （ ）４ 日常の訓練 １３４頁

国等と連携した主な訓練として、５月の洪水対応演習、９月の地震防災訓練を実

施した。

５月の洪水対応演習は、早明浦ダムにおいて計画を大きく上回る降雨を想定した

ダム操作（大被害発生水位を睨んだ非常時操作）の訓練や、各ダムで遠方操作が不

能となる不測の事態を想定し、洪水時における情報伝達、警報、操作などの対応が

確実に実施できるように訓練を行った。

９月１日の地震防災訓練は国と連携した一斉地震防災訓練とし、機構では首都直

下地震、東南海・南海地震等の発生を想定し、各事務所において施設点検、情報伝

達、非常時参集等の訓練を行った。また、休日参集可能人員を把握することを目的

とした豊川用水での抜き打ち情報伝達訓練を始めとした、予告なし訓練及び機構施

設の被災を起因とする第三者被害を想定した被災対応及び記者発表訓練等を各事務

所等において実施するなど、危機的状況においても更なる的確な防災対応が実施で

きるような体制作りに努めた。

（ ） （ ）３ 計画的で的確な事業の実施 １４０頁

①② 新築・改築事業（ダム等事業）

） （ ）１ 新築・改築事業の実施 １４４頁・１５６頁

ダム等事業については、年度計画に基づき計画的に進捗を図ってきたところであ
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るが、平成２１年１２月２５日、国土交通省から「新たな基準に沿った検証の対象

とするダム事業を選定する考え方について」が発表され、機構事業も以下のよう

に区分された。

事業を継続して進めるもの・・滝沢ダム建設事業、大山ダム建設事業、武蔵水

路改築事業

検証の対象とするもの・・・・思川開発事業、木曽川水系連絡導水路事業、

川上ダム建設事業、丹生ダム建設事業、小石原

川ダム建設事業

、 「 」その後 国土交通省に設置された 今後の治水対策のあり方に関する有識者会議

によって平成２２年９月２７日に「中間とりまとめ」が示され、９月２８日には国

土交通大臣から水資源機構理事長に対し、ダム事業の検証に係る検討を進めるよう

指示があり、同日付の「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」

により具体の検討方法が示された。

検証の対象となったダム等事業については、地方整備局と共同して検証に係る検

討を進めているところである。

○ 滝沢ダム建設事業

貯水池内の斜面対策工事等を完成させ、コスト縮減に努めて平成２２年度末に事業を

完了した。

平成２３年２月には、滝沢ダム建設事業による付替道路の一部として建設された

「雷電廿六木橋」が「土木学会デザイン賞２０１０」の最優秀賞を受賞した。
らいでんとどろきはし

○ 大山ダム建設事業

早期の事業完成を目指し、試験湛水時期を早めることを検討して本体工事や関連

工事の進捗を進めた。

本体コンクリートは初打設から約２年５ヶ月後の平成２２年１２月２０日に全打

設が完了し、流入水バイパスの設置工事も全長約２．５ｋｍの送水管の据付を完了

した。また附帯工事の付替県道日田鹿本線４．７ｋｍもほぼ完成した。

さらに仮排水路トンネルの閉塞方法に新技術の「放流管付き仮プラグ 」を採用し※

たことで、試験湛水を計画より約半年前倒して平成２３年５月に開始することが可

能となった。

※ 放流管付き仮プラグ・・・試験湛水時には工事中に使用した仮排水路トンネルを閉塞する必要があ

るが、従来工法（コンクリート充填）では閉塞に約２０日間を要し、降雨の多い時期には貯水位が

急上昇するため閉塞が困難であった。この方法では、あらかじめ仮排水路内に口径の小さい放流管

を設置しておき、試験湛水の閉塞時にはその放流管に鋼鉄製の蓋で栓（プラグ）をすることで、約

半日での閉塞が可能となり、大山ダム周辺では比較的降雨の多い５月でも仮排水路を短期間かつ安

全に閉塞することが可能となった。

○ 思川開発事業

仮排水路トンネル工事を平成２３年３月に完了させた。また、既に着手していた生

活再建に関わる付替県道工事等を継続した。

なお 「思川開発事業の関係地方公共団体からなる検討の場」の第１回幹事会を平、

成２２年１２月に開催する等、検証に係る検討を進めた。
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○ 武蔵水路改築事業

水路改築工事に本格着手し、上流部改築工事（約１．５ｋｍ）について約１６％の

進捗を図った。また、中流部改築工事（約９．８ｋｍ）の契約を行い、下流部改築工

事（約２．５ｋｍ）等の契約手続を行い、事業の進捗を図った。

○ 木曽川水系連絡導水路事業

継続的な調査を必要とする環境調査等を実施した。なお 「木曽川水系連絡導水路事、

業の関係地方公共団体からなる検討の場」の第１回幹事会を平成２２年１２月に開催

する等、検証に係る検討を進めた。

○ 川上ダム建設事業

仮排水路トンネル工事を平成２３年１月に完了させた。また、既に着手していた

生活再建に関わる付替県道工事３．９ｋｍのうち２．５ｋｍを完成させ、供用を開

始した。平成２２年７月には第２回「淀川水系ダム事業費等監理委員会 （事務局：国」

土交通省近畿地方整備局及び機構関西支社）が開催され、コスト縮減策や工事の進捗

状況等について指導・助言を得た。また、平成２１年４月の水資源開発基本計画の変

更を受け、事業実施計画変更の手続を平成２３年２月に完了した。なお、平成２３年

１月には「川上ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」の第１回幹事会

を開催する等、検証に係る検討を進めた。

○ 丹生ダム建設事業

水資源開発基本計画及び淀川水系河川整備計画に基づき、ダム型式の最適案を総合

的に評価して確定するための調査・検討等を実施した。

、 「 」なお 平成２３年１月に 丹生ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場

の第１回幹事会を開催する等、検証に係る検討を進めた。

○ 小石原川ダム建設事業

既に着手していた生活再建に関わる付替国道工事等を継続した。なお、平成２３年

３月に「小石原川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第１回 」を開）

催する等、検証に係る検討を進めた。

①② 新築・改築事業（用水路等事業）

） （ ）１ 新築・改築事業の実施 １５１頁・１５８頁

用水路等事業については、４事業について計画的に事業の進捗を図った。

○ 福岡導水事業

耐震機能強化を目的に、平成２１年度から実施している可とう管取替工事について、

４ヶ所の工事を実施した。

○ 木曽川右岸施設緊急改築事業

老朽化対策として左岸幹線水路のＰＣ管改築工事約０．５ｋｍを実施するととも

に、幹支線用水路約０．５ｋｍの改築工事を実施した。

○ 豊川用水二期事業

老朽化対策として既設幹線水路改築工事４．０ｋｍ、併設水路工事１．７ｋｍを実

施するとともに、大規模地震対策として幹線水路工事約１．７ｋｍ、併設水路工事約

１．０ｋｍ、石綿管除去対策として支線水路改築工事約４７．２ｋｍを実施した。
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これにより、豊川用水全体のうち、東部幹線及び西部幹線の老朽化対策として計

画された区間については、併設水路の設置により複線化し、通水の安全性向上と水

管理の効率化が図られた。

○ 両筑平野用水二期事業

幹支線水路改築工事約１．４ｋｍを実施するとともに、頭首工の改築工事を前年度

に引き続き実施した。また寺内導水路の改築工事１．４ｋｍを実施し完成させた。こ

の完成に伴い、江川・寺内ダムの総合運用の安全性向上が図られた。一方、水道用水

に関する事業再評価を行い、第三者委員会の意見を踏まえ、事業を引き続き実施する

こととした。

、 （ 、また 霞ヶ浦用水が平成２２年度農業農村工学会上野賞を受賞した 水資源機構

関東農政局、茨城県、霞ヶ浦用水土地改良区の連名 。）

これは、長大な管水路による用水供給システムの確立や、関係機関と先進的な受

益農家が一丸となった新たな畑作営農の確立に向けた取組が、農業農村工学に関す

る事業の新たな分野に寄与すると評価を受けたものである。

） （ ） （ ）①２ 施設の長寿命化への取組 堆砂対策の代替容量確保 １５４頁

平成２１年４月の水資源開発基本計画の変更を踏まえ、平成２３年２月に川上ダ

ム建設事業の事業実施計画を変更し、事業の目的として「既設ダムの堆砂除去のた

めの代替補給」を位置づけた。さらに同月には「木津川ダム群土砂管理懇談会」を

開催し、今後の検討の進め方について審議を行った。

） （ ）②２ ストックマネジメントに伴う施設改築 １６２頁

武蔵水路改築事業、福岡導水事業、木曽川右岸施設緊急改築事業、豊川用水二期

事業及び両筑平野用水二期事業について、計画的な施設改築を図った。

③ 特定事業先行調整費制度の活用 （１６４頁）

平成２２年度は、特定事業先行調整費制度を適用して平成１８年度に徳山ダム建

設事業に支弁した資金のうち１，９１５百万円を回収した。

（４）環境の保全

① 自然環境の保全

） （ ）１ 建設事業における自然環境保全の取組 １６８頁

新築及び改築事業のうち９事業（思川開発、武蔵水路、木曽川水系連絡導水路、

川上ダム、丹生ダム、大山ダム、小石原川ダム、豊川用水二期及び両筑平野用水二

期）では、動植物、生態系、水質及び景観等自然環境の保全を図るため、自然環境

調査や環境影響予測を実施し、このうち６事業（思川開発、川上ダム、大山ダム、

小石原川ダム、豊川用水二期及び両筑平野用水二期）においては、影響を回避、低

減及び代償するための環境保全対策を講じた。

また、７事業（思川開発、川上ダム、丹生ダム、大山ダム、小石原川ダム、豊川



( 16 )

用水二期及び両筑平野用水二期）では、モニタリング調査を実施し、その効果を検

証しているところである。

さらに、３事業（思川開発、川上ダム及び大山ダム）において、環境保全協議会

の設置や工事ごとに環境保全管理担当者の配置を行い、工事関係者と一体となって

環境保全に取り組んだ。

（ ）【 】具体例 １６９頁

ア）思川開発事業では、希少猛禽類であるオオタカの巣を付替道路工事による影響

の少ない場所へ移動させるため、専門家の指導を得ながら、平成２２年度に設置

した６巣を加え計１５巣の代替巣を設置し、このうち１巣で代替巣を利用した繁

殖に成功した。

イ）川上ダムでは、堰などの河川を横断する構造物への移動路として、これまでに

試験的に設置していたオオサンショウウオ道や人工巣穴の効果について調査を行

った。その結果、オオサンショウウオ道を使って上流へ遡上している様子が実際

に確認された。人工巣穴については繁殖に至っていないが、その利用は確認でき

た。

） 、 、ウ 武蔵水路では 水路沿川の桜並木の風景が地域のシンボル的存在となっており

水路改築工事に伴いその一部を伐採したり、根や枝を切断したりすることになる

ため、その生育に与える影響を軽減させることを目的として、樹木の専門家（樹

木医）の指導を得ながら実際に根や枝を切断する試験施工を行った。

また、工事の影響の有無を判断するために、工事着手前の桜の生育状況を把握

する樹勢調査を実施した。

なお徳山ダムでは、建設にあたって実施された地形改変の抑制など様々な環境保全

対策や、我が国では導入実績が少ない山林公有地化への取組などが評価され、平成２

２年度土木学会環境賞を受賞した。

） （ ）２ 管理業務における自然環境保全の取組 １７４頁

２０施設において、魚類の遡上調査、下流河川の環境調査等を実施した。

下流河川への「土砂還元 」については、９施設（下久保ダム、浦山ダム、阿木
※１

川ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、一庫ダム、布目ダム、比奈知ダム及び富郷ダム）

で実施し、このうち６施設（下久保ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、一庫ダム、布目

ダム及び比奈知ダム）で土砂の流下が確認できた。

また、魚類の餌となる藻類の更新を促進させるなどの目的で、洪水期に向けて制

限水位までダムの貯水位を低下させる時期等にダム放流量を一時的に増やす「フラ

ッシュ放流 」を７施設（下久保ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、一庫ダ
※２

ム、比奈知ダム及び寺内ダム）で実施した。

霞ヶ浦開発では、港湾、舟溜、樋門及び樋管周辺の堆積土を浚渫した土砂を活用

して、護岸前面に植生基盤及び前浜を造成した。造成土砂量は約２２，０００ｍ 、３

前浜造成は６７５ｍの延長を実施した。

※１ 土砂還元・・・河川にダムができると貯水池に土砂が溜まるため、ダム下流河川内に運搬、置き
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土し、ダムからの放流水によって下流河川へ流下させる取組。

※２ フラッシュ放流・・・ダムが建設されてダム下流の河川流況が平滑化されるため、人工的に流量

変動を加える放流を行うこと。

② 温室効果ガスの排出削減 （１７８頁）

小水力発電については、霞ヶ浦用水小貝川発電所 の２３年４月からの運用開始に
※

備え、設備を整えて試運転を行っていたが、東日本大震災の影響を受け、運用開始

は５月１日からとなった。また、愛知用水佐布里池流入工部分において、更に効率
そ う り い け

的な技術 ら旋方式の発電方式 を導入するための検討を行った さらに６施設 一（ ） 。 （

庫ダム、豊川用水（大島ダム、二川チェックゲート 、木曽川用水、初瀬水路及び高）
ふたがわ は せ

知分水）で、導入の可能性の検討を行った。

※ 発電施設の諸元・・・最大出力１１０ｋＷ、発生電力量約８１０ＭＷｈ／年（一般家庭約２２０

戸分に相当 、ＣＯ 削減効果（約４１０ｔ－ＣＯ ／年）） ２ ２

太陽光発電については、調整池の水面を利用した大規模太陽光発電システムの実

用化を目指し、愛知用水東郷調整池に設置している実験設備を用いて、引き続き長

期運用における耐久性、安定性の確認のための実験を実施した。

その他、阿木川ダムをはじめ管理用発電設備を有するダムでは、最大限の発電量

を確保するため、ダムの水位を低下させる場合は、発電設備の最大放流量の制約下

で可能な限り発電設備を通して放流するように努めた。管理用発電設備により

４４，７０８ＭＷｈを発電し、このうち施設管理用の電力として５，５５１ＭＷｈ

を使用して、これにより温室効果ガス２，１７９ｔ－ＣＯ の排出を削減した。さら２

、 ， 、 、に 余剰電力３９ １５７ＭＷｈについては 電力会社への売電による有効を図り

温室効果ガス１５，２５６ｔ－ＣＯ の排出の削減に寄与した。２

「 （ 「 」 。）」独立行政法人水資源機構地球温暖化対策実行計画 以下 実行計画 という

に基づき、温室効果ガスの排出抑制等をより一層推進していくため、全社掲示板に

、 。 、これまでの事業所毎の温室効果ガス排出量実績を掲示し その取組を促した また

内部研修で職員の意識高揚を図るとともに、環境マネジメントシステムを運用して

電気使用量の省力化に努めた。

平成２２年度における全ての事業活動に伴う温室効果ガス排出量は９９，２８５

ｔ－ＣＯ （実行計画策定時の排出係数を用いて算出）であり、実行計画において温２

室効果ガスの排出の抑制目標の基準年度としている平成１３年度に比べて、

３ ６７６ｔ―ＣＯ ３ ６％ 減少しており 目標 平成２４年度までに１ ６５０， （ ． ） 、 （ ，２

ｔ－ＣＯ 以上削減）の達成に向けた取組は着実に浸透している。２

なお、大山ダムのアカササゲによる緑のカーテンづくりが、日田市「緑のカーテ

ンコンテスト」において優秀賞、大分県「緑のカーテンコンテスト」において特別

賞を受賞した。

また、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する

法律に基づき、電気の供給を受ける契約については、契約手続に向けた公告(案)と

仕様書(案)の作成を行った。使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入等に

係る契約（当面は自動車の購入及び賃貸借に係る契約が対象）については、平成２
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２年６月に通達を発出し、７月から実施している。

③ 景観に配慮した施設整備 （１８２頁）

新築・改築・修繕において景観に配慮した施設整備に反映させるために 平成２１、

年度に全事務所で実施した冬季の景観についての点検に引き続き、平成２２年度は

季節の違いに着目した点検を実施し、今後の改築・修繕を行う際の季節の変化に着

目した景観配慮のための基礎資料とすることができた。

また、既存施設を活かして景観に配慮した施設整備を行う取組や、沿川住民の意

見を反映して施設整備に活かす取組を行った。

【具体例】

ア）埼玉合口二期施設では、水路の一部区間で住宅、学校等人通りの多い区域に隣

接していること等を考慮して、景観の改善及び間伐材利用の促進を目指した間伐

材フェンスの設置によるモデル施設整備を行っている。平成２２年度は、前年度

に引き続き更新期を迎えたフェンスを間伐材フェンスに改築したほか、既存フェ

ンスを有効利用して間伐材を付け加える整備を新たに実施した。

イ）武蔵水路では、改築後の水路における関連施設（フェンス、架け替え橋梁等）

、 、への景観配慮を図るために 専門家の指導を受けデザイン等を検討するとともに

住民参加会議を開催するなど沿川住民からの意見を反映して施設整備に活かす取

組を行った。

（ ）④ 建設副産物等の有効利用等 １８６頁

工事の設計段階より建設副産物の発生抑制、減量化、再資源化等リサイクルの検

討を行い、アスファルト・コンクリート塊等全８項目において年度計画に掲げる目

標値を達成した。

流木が流入する全ダムや堰（２９施設）において、貯水池内の流木の有効利用に

取り組んでおり、平成２２年度は、処理が必要な流木の流入のあった１５のダムや

堰において、合計約５，０１９空ｍ の流木を有効利用した。３※

水路施設（秋ヶ瀬取水堰、群馬用水、豊川用水、愛知用水、香川用水、福岡導水

など）や湖沼（霞ヶ浦開発、琵琶湖開発）を含む２９施設では、刈草の堆肥化等を

行って一般の方に配布する取組を行っており、約２７，６００空ｍ の刈草等を有効３

利用した。

※ 空ｍ ・・・空隙を含んだ容量。
３

（ ）⑤ 環境物品等の調達 １９２頁

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」及び「環境物品等の調達の推進を

図るための方針」に基づき環境物品としての基準を満たしたものを調達することと

し、年度計画に掲げた目標（１００％）を達成した。

（ ）⑥ 環境保全意識の向上 １９６頁

職員の環境保全意識の向上を図るとともに、地域住民などに機構の環境配慮への
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取組に対する理解を得るよう、全事務所で環境学習会を開催し、機構職員や工事関

係者、地域住民など約４千人が参加した。

環境に関する専門知識を習得するとともに環境に関する意識を高めるための職員

の環境に関する研修については、延べ４１名が外部機関及び機構内部の環境専門研

修を受講したほか、延べ２４３名が環境に関するカリキュラムを設けた内部研修を

受講し、年度計画に掲げる目標（専門研修４０人以上、内部研修２３０人以上）を

達成した。

（ ）⑦ 環境マネジメントシステムの運用 ２０４頁

機構では、環境マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ１４００１の認証

を平成１６年１２月に本社で取得して以来、１５事業所で取得してきた。

平成２２年度においては、環境マネジメントシステムを運用する事業所数の拡大

に向け、吉野川局において「環境管理マニュアル（案 」を作成した。）

（ ）⑧ 環境情報の発信 ２０６頁

環境保全の取組を取りまとめた「環境報告書２０１０」を作成し、関係機関に配

、 。 、布するとともに ホームページへ掲載するなどの方法により公表した 報告書では

その内容と信頼性の向上を図るため、報告書に関する学識経験者の意見を聴取して

その作成に反映するとともに、第三者意見として掲載するなどの改善を行った。

環境に関する技術や取組について積極的な情報発信に努めるため、１５件の論文

等を学会、専門誌等に発表した。さらに、機構の「技術研究発表会」において環境

に関する１９件の論文を発表した。

（５）技術力の維持・向上と技術支援

① 新技術への取組

） （ ）１ 技術５ヵ年計画 ２１０頁

水を取り巻く社会的な状況や機構が果たすべき社会的な責任を踏まえて、直面し

ている課題や長期的に見て対応が必要な課題である「施設の長寿命化 「耐震性の向」

上 「水質の保全・改善 「地球温暖化対策 「コスト縮減」などをテーマとして技術」 」 」

「 （ ）」 、開発や体系化に取り組む 水資源機構技術５ヵ年計画 Ｈ２０－Ｈ２４ に基づき

特に重点的に実施する１３のテーマについて重点プロジェクトとして取り組んでい

る。

このうち、平成２２年度は維持管理技術の継承を目的とした「電気施設設備の整

備・維持管理技術の体系化」プロジェクトについて、管理指針を改訂して完了させ

た。また、効率的な維持管理を目的とした「ダム管理用制御装置（ダムコン）の機

構仕様の作成」プロジェクトについても、遠隔操作を行うための機能を整備するた

めの標準仕様書を作成して完了させた。

） （ ）２ 技術研究発表会の開催 ２１４頁

第４４回を迎えた技術研究発表会として、ブロック発表会（５ブロック計１１１
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論文）と本社発表会（各ブロックから推薦された計３０論文）を関係利水者（埼玉

県、東京都、愛知県、愛知用水土地改良区、海部土地改良区、東京電力(株)、四国

電力(株)及び東京発電(株)）からの参画を得て開催した。その際、利水者である福

岡地区水道企業団からも１論文の発表を得た。

） （ ）３ 特許等の取得推進 ２１８頁

平成２２年度においては 「降雪深観測装置及び降雪深観測方法 」について特許、 ※１

を取得した。

また 「電気探査比抵抗法 」について、民間と共同して取得手続を進め 「特許、 、※２

権等審査会」の審査を経て特許出願を行った。

※１ 降雪による単位時間の積雪深を自動観測する装置及び方法。電磁波等による反射で積雪深を観

測する際に、自動で反射物質を散布することにより反射層を形成することができる。

※２ 亀裂性のある岩盤の地質調査手法。ボーリング孔内に流動性の低い泡を入れ、孔内と地表等に

電極を配置して人工的に電流を流すことで岩盤特性を把握する方法。

② 蓄積された技術の整備・活用

） （ ）１ 設計指針等の作成 ２２２頁

平成２２年度は、平成２１年度に作成した「水路等施設における震災対策の基本

方針」及び「水路等施設における耐震設計の基本方針」を基に水路工設計指針（第

９編震災対策設計編 （案）を取りまとめた。）

電気通信設備では、平成２０年度までの設備整備、故障及び障害履歴情報の収集

と整理を経て、その整備水準、維持管理水準及び運用管理業務フロー等に関する手

引きである「電気通信設備管理指針」の改訂を行った （再掲）。

また 「ダム事業における希少猛禽類保全対策指針（オオタカ 」については、保、 ）

全対策の一つとして実施していた思川開発事業における代替巣の設置事例及びモニ

タリング結果を新たに整理した。

） 、 （ ）２ 既設技術の集約 文書化等 ２２４頁

水路等施設では、約５５年（愛知用水含む）にわたる水路等施設の建設と管理に

、 、おける技術的課題への取組を通じて これまで蓄積された技術の集約を進めており

平成２２年度は、この成果として「水路システムの手引き 「水路工改良事例集」の」

２文書を作成した。

機械設備では、ストックマネジメントを着実に実施するために、これまでに機構

が実施してきた整備・更新事例について平成２１年度に概成させた「機械設備整備

・更新技術解説書」に関し、平成２２年度には更にワイヤロープウインチ機器取替

等３工種を追加拡充して完成させた （再掲）。

電気通信設備では 「電気通信設備工事共通仕様書（平成２１年４月改訂 「施、 ）」、

工管理基準（平成２１年４月改訂 」の内容に合わせ、現場での品質管理等を確保す）

るために、電気通信設備工事の工事監督実施基準の改訂を行った。
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③ 技術支援及び技術情報の公開

） （ ）１ 受託による技術等の積極的な活用 ２２８頁

平成２２年度は、国、地方自治体及び民間法人から５０件（約６億７千万円）の

調査、設計、試験等の業務を受託により実施した。

総合技術センターでは平成１７年度の発足以来、機構が水資源開発公団の時代か

ら蓄積してきた技術力を活かし、引き続き積極的に技術支援を行い、２３件の受託

業務を実施した（平成２１年度２４件 。なお、平成２２年度の受託実績額は約３億）

３千万円（平成２１年度約３億１千万円）であった。

） （ ）２ 発注者業務等への支援 ２３２頁

平成２２年度には、国及び地方自治体が発注するダム本体建設工事の施工にあた

り、工事の効率的な施工と高い品質確保等を目的とした施工監理等業務３件（約１

億９千万円 ダム本体工事のための積算に関する支援及び施工計画作成業務４件 約）、 （

４千７百万円 、ダムに係る試験湛水計画の検討業務１件（約９百万円）を実施した）

ほか、西宮市水道局が管理する貯水池堤体点検等業務１件（約８百万円）を実施し

た。

また、総合技術センターでは、機構のダム・水路等事業における基幹的・専門的

業務を職員自ら実施（業務の内部化）するため、総合技術センター職員と現場職員

との連携・協働による総合的技術の継承及び維持向上を図った その結果 平成２２。 、

年度においては、５１件の設計等業務の外部委託を内部化することにより、諸経費

等を軽減し、外部委託した場合に比して約２億円（約２３％）に相当するコスト縮

減を図った。

） （ ）３ 論文等の発表 ２３４頁

技術力の提供及び積極的な情報発信に努めるため、年度計画に掲げる目標（５０

題以上）を上回る６８題（うち査読論文２２題）の論文等を学会、専門誌等に発表

した。また、発表論文リストを機構ホームページに掲載し、広く技術力の提供を行

った。

特に「岩手宮城内陸地震におけるロックフィルダムの地震応答挙動の検討」に関

する論文は、平成２２年度ダム工学会研究発表会において優秀発表賞を受賞した。

また 「大山ダムにおけるアカササゲ（環境省版レッドリスト絶滅危惧ＩＡ類）の保、

全対策の取り組み」に関する論文は、平成２２年度国土交通省国土技術研究会（一

般部門の環境）において優秀賞を受賞した。

さらに 「霞ヶ浦における沈水植物復元の取り組み」に関するポスター発表は、応、

用生態工学会第１４回研究発表にてポスター発表賞を受賞した。

） （ ）４ 研修等を通じた関係機関への機構技術の公開 ２３８頁

大山ダム、早明浦ダム、利根導水、豊川用水及び筑後川下流用水の各施設等にお

いて、地方自治体職員等（延べ２０８人・日）やＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力

機構）研修生（延べ１，７８１人･日）に対して、施設管理や設計施工に関する研修
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等を通して、機構技術の公開を進めた。

（ ）【 】具体例 ２３８頁

平成２２年５月２４日～２７日に、ダム本体のコンクリート打設中である大山ダ

ムをフィールドとして、コンクリートダムの設計・施工等の総合的な技術に関する

実体験型の現地研修を実施した。研修は、ダムの技術力の維持・向上・承継を目的

として、参加者は機構職員１７名の他、京都府、奈良県、香川県、大分県、東京発

電(株)及び電源開発(株)より１１名の職員の参加を得た。この研修は現場の最先端

のフィールドを活用した貴重な体験型研修であり、利水者の方々等に機構のダム技

術を提供し、技術共有が図られた。

④ 国際協力の推進

） 、 （ ）１ 機構の技術情報 知識等の提供・共有 ２４２頁

ＮＡＲＢＯ（アジア河川流域機関ネットワーク）事務局として、参加機関に対す

る情報交換・共有化推進のため、月２回程度のホームページ更新や、９月にニュー

スレターを発行して情報発信を行うとともに、研修とワークショップに関するデー

タベースの充実を図った。また、１０月にインドネシアのジョグジャカルタで開催

された国際かんがい排水会議では、展示ブースを設置し、総合水資源管理の普及・

啓発に向けたＮＡＲＢＯ活動について情報発信を行った。さらに、２月に東京で開

催されたアジア水環境パートナーシップ第６回年次会合において、ＮＡＲＢＯ活動

を紹介し、ＮＡＲＢＯとの関係強化について提案した。

アジア開発銀行と機構職員の派遣に関する同意書を交わし、平成２１年９月より

機構からアジア開発銀行本部へ機構から水資源管理専門家を派遣している。また、

技術支援プロジェクト「流域における水の安全保障に関する投資支援」について、

平成２２年１１月にアジア開発銀行と合意し、調査を開始した。

ＪＩＣＡからの一括受託により９件延べ１，３５７人･日の研修を行うとともに、

技術者の能力育成に係る国際協力として２２件延べ４２４人･日の海外研修生を受け

入れた。

） 、 （ ）２ 河川流域機関設立 技術者養成への協力 ２４８頁

機構がＮＡＲＢＯ事務局として１１月にインドネシアのマカッサルで開催した第

４回ＮＡＲＢＯ総会を開催し、この中でインドネシアの流域管理業務に携わる職員

などを対象とした総合水資源管理に関するワークショップを実施した。このワーク

ショップではＮＡＲＢＯメンバー間で特に関心の高い課題である水質、気候変動な

どをテーマとして議論を行った。

２月にはベトナム国で、機構、国土交通省及びベトナム国農業農村開発省が一体

となって水資源管理に関するワークショップを開催し、日本・ベトナム両国の水資

源管理、治水対策について議論を行った。

） （ ）３ 国際業務等に係る人材育成と関係構築 ２５０頁

平成２１年３月にＵＮＥＳＣＯ（国際連合教育科学文化機関）が発表した「河川



( 23 )

流域における総合水資源管理のためのガイドライン」の普及等のため、同ガイドラ

インの運営委員会 ６月 に機構も参加するとともに ７月にＵＮＥＳＣＯ本部 パ（ ） 、 （

リ で開催されたＵＮＥＳＣＯ第１０回コバッチコロキアム 論文発表会 では 総） （ ） 、「

合水資源管理におけるスパイラルアプローチ」について副理事長が発表した。

国際業務に係る人材の育成を目的として、国際グループ登録者（国際関係業務へ

の従事を希望する職員）を対象とした研修を行うとともに、ＮＡＲＢＯ総会の支援

要員として職員を派遣した。また、国際業務の実践経験を蓄積するため、国際大ダ

ム会議、国際かんがい排水会議をはじめとする国際会議で積極的に論文発表（１６

論文）を行った。

また、ＪＩＣＡを通じ長期専門家として６カ国に７名、アジア開発銀行及びアジ

ア開発銀行研究所へそれぞれ１名の職員の派遣を通じて、アジア各国の水資源に関

する現状や課題等を把握し、海外機関との連携強化を図った。

災害時の国際支援方策検討の取組として、１０月にベトナム中部地域に大きな洪

水被害をもたらした豪雨災害に対し、国土交通省とともに機構からも調査団２名を

派遣し、技術的アドバイスを行った。その後も関係者と情報交換を行い、日本・ベ

トナム間の関係強化を図っている。

⑤ 気候変動への対応と水資源の有効利用等

） （ ）１ 降水量等の将来予測 ２５４頁

平成２２年度は、平成２１年度から引き続き指定７水系について流出解析モデル

の構築を進め、指定７水系の流出解析モデルを概成した。また、モデル定数（パラ

メータ）の調整上明らかとなった留意事項や課題等をマニュアルに取りまとめ、シ

ステム構築技術として蓄積した。

） （ ）２ クリーンエネルギーの活用 ２５６頁

小水力発電については、霞ヶ浦用水小貝川発電所 を完成させた。また愛知用水
※

こかいがわ

佐布里池流入工部分において、更に効率的な技術（ら旋方式の発電方式）を導入す
そ う り い け

るための検討を行った。さらに、６施設（木曽川用水、豊川用水（大島ダム、二川
ふたがわ

チェックゲート 、初瀬水路、一庫ダム及び高知分水）で、導入の可能性の検討を行）
は せ

った。

※ 発電施設の諸元・最大出力１１０ｋＷ、発生電力量約８１０ＭＷｈ／年（一般家庭約２２０戸分

に相当 、ＣＯ 削減効果（約４１０ｔ－ＣＯ ／年）） ２ ２

太陽光発電については、調整池の水面を利用した大規模太陽光発電システムの実

用化を目指し、愛知用水東郷調整池に設置している実験設備を用いて、引き続き長

期運用における耐久性、安定性の確認のための実験を実施した。また、水面設置及

び陸上設置の候補地選定のための現地調査を行った （再掲）。

） （ ）３ ダム群再編事業等について ２５８頁

既設施設の効用をより一層発揮するために、ダムの洪水調節容量の不足や水利用
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の安定性が低下している吉野川水系・早明浦ダムにおいて、既設ダムの放流能力を

増強することで治水安全度の向上を図るとともに、未利用水を有効活用することに

より現況の利水安全度の向上を図ることを目的とした「早明浦ダム再編事業」に関

する検討を国土交通省と共同で行った。

） （ ）４ 施設の長寿命化施策等の検討 ２６０頁

建設中の川上ダムに長寿命化容量を確保し、活用することで、既存の利水者に支

、 、障を与えることなく 管理ダム及びダム貯水池の点検や維持管理の実施を可能とし

木津川ダム群としてライフサイクルコストの縮減と確実な施設機能の維持を図るた

めの長寿命化施策を検討している。平成２２年度には、各ダム（高山ダム、青蓮寺

ダム、布目ダム、比奈知ダム及び川上ダム）において河床変動シミュレーションを

行い、効率的に土砂を除去するための掘削形状を設定し、長期的な堆砂除去計画を

検討した。また、長寿命化運用による水位低下時にダム管理施設の効果的な点検・

修繕を図るため、各ダムにおいて点検対象施設の抽出を行った。

） （ ）５ 関連施設との一体管理について ２６２頁

、 、水資源の利用の合理化 一体的管理によるより効果的な水運用を可能とするため

吉野川水系では、国営吉野川下流農地防災事業の完成に合わせて柿原取水口の取水

パターンの前倒し及び期別の取水量の変更を行うこととしており、これに伴う早明

浦ダム、池田ダムの補給方法等の改訂について関係機関と調整を開始した。

また、吉野川水系銅山川では下流から順に新宮ダム、柳瀬ダム（国土交通省 、富）

郷ダムが直列に配置されており、新宮ダム下流で地域住民から河川環境の改善が望

まれている現状を踏まえ、国土交通省と共同で、新宮ダムに加えて富郷ダムの洪水

調節容量を利用し、新宮ダム下流の環境用水として放流する弾力的管理試験を開始

した。

） （ ）６ 水系内水質の改善について ２６４頁

印旛沼流域の水環境改善策を検討するための「印旛沼流域水循環健全化会議 、筑」

後川水系における水系全体に共通する水質問題対策の意見交換等を行うための「筑

後川・矢部川・嘉瀬川水質汚濁対策連絡協議会」にそれぞれ参画した。

（６）関係機関との連携

） （ ）１ 事業実施計画等の策定・変更時の情報提供と関係機関との円滑な調整 ２６８頁

平成２２年度は、関係機関との円滑な調整を行い、川上ダム建設事業の事業実施

計画と、関西管内の６施設（高山ダム、青蓮寺ダム、琵琶湖開発施設、日吉ダム、

淀川大堰及び正蓮寺川利水施設）の施設管理規程を変更した。

川上ダム建設事業については、利水撤退を踏まえたダム計画の変更等に関して、

平成２３年２月に主務大臣（国土交通大臣）より事業実施計画の第２回変更の認可

を受けた。その際、利水者及び関係機関との円滑な調整により、適切に変更の手続

を実施した。
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また、大阪府が行っていた水道事業（用水供給事業）及び工業用水道事業が「大

阪広域水道企業団」に承継されたことなどに伴い、関西管内の６施設の施設管理規

程の変更が必要となったが、早い段階から利水者や関係機関に対して情報提供及び

事前調整を行った結果、手続は円滑に進捗し、平成２３年３月に変更の認可を受け

た。

） （ ）２ 建設事業・事業費管理検討会等の開催 ２７２頁

建設中のダム８事業と用水路等４事業において、関係府県、利水者等と事業費管

理検討会の開催又は関係府県、利水者等を対象とした説明会などを開催し、それぞ

れの事業の状況等に応じて、事業費、工期等を適切に管理するための検討や、業務

運営に係る情報の関係者への提供、利水者の要望等の把握を行った。

） （ ）３ 管理業務・利水者等説明会の開催 ２７６頁

管理業務に係る平成２２年度事業計画、管理費負担金及び平成２３年度概算要求

案の説明を中心として、各利水者に対する説明会を延べ１３２回開催した。

また、愛知用水等１７施設において管理運営協議会等を開催し、利水者からの意

見･要望等の把握に努めた。

） （ ）４ 水資源利用の合理化における関係機関調整 ２８０頁

平成２２年度は、用途間転用等、水資源の合理化を図るための案件は特になかっ

た。

（７）水源地域等との連携

） （ ）１ 上下流交流と施設周辺地域交流 ２８４頁

水源地域と下流受益地の相互理解促進のための上下流の交流活動として、上下流

住民の交流やその行事、下流域利水者の水源地視察など、４５事業所で参加または

実施に協力した。

また、施設周辺地域の住民等を対象に施設の役割等について理解を深めるため、

年度計画に規定したとおり調査・建設・管理に係る全ての事務所において、施設周

辺地域との交流に取り組み、平成２２年度は地域行事への参加（協力 、清掃活動、）

施設見学会等を始めとする８活動・延べ１７６事務所での取組を行った。

（ ）【 】具体例 ２８４頁

・下流受益地の方々が水源地域で植樹活動を実施

下久保ダムでは、下流受益者である入間市の親子を対象としたダム見学会と、

神川町と共同して水源地保全のための植樹を行った。

・受益地で行われる行事等に水源地が参加

岩屋ダムでは「なごや水フェスタ」において事業ブースを設定し、広報活動を

行った。

） （ ）２ 貯水池保全のための森林保全 ２９４頁
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早明浦ダムにおいて、貯水池保全のための森林保全の有効性を検証する一環とし

て小流域スケールでの森林の整備状況の違いによる流出土砂への影響度合いを調査

できる装置を設置した。適当な降雨がなかったためデータ蓄積を十分に行うことが

できなかったが、平成２３年度も引き続き調査を継続する。

） （ ）３ 湖面・湖岸の利活用 ２９８頁

水源地域の活性化のために定めている水源地域ビジョン計画に沿った湖面や湖岸利

用を図った。

（ ）【 】具体例 ３０１頁

日吉ダムでは、天若湖アートプロジェクト実行委員会が日吉ダムの湖面上にあか
あまわかこ

りを浮かべて、水没した集落（約１２０戸）を再現する大規模なアートイベントを

平成１７年度から実施している。平成２２年度は、継続的なこの取組が第３回世界

水フォーラムで発表された「京都水宣言」の理念の実現に寄与したとして、同委員

会が京都府から「京都水宣言記念・京都水づくり賞」を受賞した。

（８）広報・広聴活動の充実

（ ）① 機構が提供する情報の充実 ３０４頁

渇水情報、水事情や機構の管理業務等について、各種メディアを通じて積極的に

情報発信し、利水者や国民に的確な情報を提供した。特に渇水時においては、池田

、総合管理所のホームページに時間毎のダム利水貯水率を速報値として掲載するなど

国民の関心の高い水源情報の積極的な発信に努めた。

エンドユーザーへの情報発信手段として、報道機関を通じた情報発信ができるよ

うに、報道機関に対し機構事業をよりよく理解してもらうための視察会の開催や提

供する情報内容の充実を図った。

また、各事務所での報道機関との対応状況や発表資料について、広報担当者等メ

ーリングリストを活用した機構内での情報の共有やこれらの資料のデータベース化

による情報の共有を図ることにより、職員の報道対応についてのスキルアップを図

った。

これらの取組を実施したことにより、報道機関に機構業務に関する記事を多く取

り上げてもらうことができ、エンドユーザーを意識した情報発信を効果的に実施す

ることができた。

【具体例】

・霞ヶ浦用水における小水力発電設備据付状況の報道機関向けの視察会の開催

、 （ ）・長良川河口堰におけるゲート操作状況・水質等について 従前は地元 桑名市

報道機関への情報提供だったものを８月からは毎週、関係県（東海３県）の報道

機関へ範囲拡大

・利根大堰での環境への取組として、報道機関へサケの遡上数の経年変化（平成

２２年度までの１０年間）が一目でわかるデータの提供

【報道機関への情報提供・新聞掲載の実績】

・機構の様々な取組等について報道機関への積極的な情報提供
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平成２１年度 １１７件 → 平成２２年度 １３５件

・機構関連記事の新聞（一般紙）掲載が約２割増加

平成２１年度 １１５件 → 平成２２年度 １３９件

このような取組のうち、香川用水で実施した施設機能調査（空水調査）について

は、トンネル内面調査を報道機関に公開したことなどが他の広報の模範となると評

価され、全国農村振興技術連盟主催の広報大賞特別賞を受賞した。

さらに、広報誌での水に関する先人の努力等の紹介記事の連載、機構の技術力や

取組が高く評価され、外部機関から表彰を受けたこと（ダム工学会技術賞（荒川ダ

ム総合管理所 、土木学会技術賞（木津川ダム総合管理所）の受賞）を中心に掲載す）

るなど内容を充実させ、機構の役割や業務について、エンドユーザーの理解が得ら

れるよう努めた。

（ ）② 緊急時における迅速かつ的確な広報の実施 ３１２頁

３０ダム等においてダム諸量情報をホームページに掲載しており、風水害時にダ

ム放流量やダム状況図を提供することで、下流利水者等における上流状況の把握に

寄与している。

福岡導水での可とう管の損傷による代替水源の確保や導水復旧に向けた対応につ

いて、８月１５日の漏水発生から８月１９日の取水再開までの間、ホームページへ

の掲載や報道機関への資料配付を行い、利水者や地域住民等の不安を払拭するため

に必要な情報発信を行った。

また、東北地方太平洋沖地震の発生による関東管内の機構施設の点検状況や被害

状況及び応急復旧の状況について、本社ホームページのトップページに「震災関連

」 （ ）情報 を３月１１日の震災発生後から情報発信 ３月３１日までに延べ２９回掲載

し、利水者や地域住民等の不安を払拭するために必要な情報について、迅速かつ的

確な発信を行った。

、 （ ）③ 水の週間等 各種行事への取組 ３１６頁

関係機関との共同開催等により 「水の日」及び「水の週間」における「水の展示、

会」や「水の週間記念シンポジウム」の開催 「水とのふれあいフォトコンテスト」、

などを行った。

また、機構の役割を実感してもらう施設見学会（４２施設延べ１５３日 、出前講）

座の実施、上下流交流会、下流受益地でのパネル展示などを行い、地域交流や水資

、 、 。源の有限性 水の貴重さ等について国民の関心を高め 理解が深まるように努めた

さらに、ダムの施設点検等を兼ね、下久保ダム、矢木沢ダム及び徳山ダムなどに

おいてゲート放流を見学することができる機会を設けた。

平成２３年度に愛知用水通水５０周年を迎えるにあたり、愛知用水事業の計画・

技術等に関する先覚の英知や事業に駆使された科学技術の成果と事業の効果等に関

する講演会（９月、１１月）を行った。

（ ） （ ）９ 内部統制の強化と説明責任の向上 ３２０頁
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機構における内部統制は、複層的な意志決定、コミュニケーションの機会として

の各種会議や、機構独自の理事ヒアリングの取組により、意志伝達、情報共有を図

り、ＰＤＣＡサイクルを構築している。

平成２２年度は、支社局長等会議などにおいて、機構が抱える課題について現場

の議論の結果を支社局長が持ち寄り、理事長を含む役員が意見を伝え、現場にフィ

ードバックするなどの取組を実施した。

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震においては、被災後速や

かに、本社及び各事業所に防災本部を設置し、本社においては理事長を本部長とし

、 、 （ 、 ）て非常態勢を発令し 情報収集 施設点検 発生直後の一次点検 詳細な二次点検

を行うとともに、被害を回避するための施設操作、被災箇所の速やかな復旧、利水

者を始めとする関係機関への連絡等を迅速に行った。

本社防災本部においては、理事長以下全役員が、断水した霞ヶ浦用水の通水が応

急復旧するまでの間、２４時間体制で災害復旧に対応し、現場の作業状況の把握、

各班への指示、命令、発表資料のとりまとめを行った。理事長の命により特に担当

理事１名を現地に滞在させ、作業の指示、関係機関との連絡・調整に当たった。

（ ）① コンプライアンス等の強化 ３２４頁

平成２０年度に策定した倫理行動指針の職員への浸透、定着を図る観点から、コ１）

ンプライアンス推進に係る新たな横断的取組として、平成２２年度において、職員

等に対して「コンプライアンスに関するアンケート」を実施し、職員等の意識や理

解度の把握を行った。アンケート結果を基に更なるコンプライアンスの推進策を決

定した。

倫理委員会 平成２０年１月に外部有識者を委員に含み設立 において 平成２２２） （ ） 、

年度は、１者応札の改善状況及びコンプライアンスの推進状況等に関して、審議を

２回実施（６月１０日・１月２５日）した。

コンプライアンス推進責任者による職員等からの相談への対応、本社特命審議役３）

等による職員等からの通報の受付・適正な対応を引き続き実施できる体制を維持す

るとともに、コンプライアンス等に関する講習会等を全事務所において実施（延べ

２４０回）する等継続的な取組を行っている。

また、環境マネジメントシステムの推進の一環として、環境関連の法令等の遵守

に取り組んでおり、転入者等を対象に環境マネジメントシステムの内容等に関する

研修を行うとともに、システムが適切に実施及び維持されているかを厳正に評価す

るために内部監査及び外部監査を実施した。

法令又は機構諸規則に違反する行為が行われた事実等について、引き続き、機構４）

、の職員のみならず外部の方々からの通報を受け付ける通報体制を維持するとともに

通報窓口については、外部の方々にもわかるよう、機構ホームページに掲載し、周

知を図っている。
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平成２１年度におけるコンプライアンスの推進状況等について取りまとめ、倫理５）

委員会での審議、監事の監査（平成２２年６月）を経て、平成２１事業年度業務実

績報告書により主務省の独立行政法人評価委員会へ平成２２年８月に報告し、評価

を受けた。

（ ）② 監事機能の強化 ３３６頁

平成２０年度に、監事が監査室以外の職員に速やかに監査業務を臨時に補助させ

ることができるよう、監事監査要綱を改正した。これに基づき、平成２２年度は４

事務所の電気・機械設備等の監査において、監事補助者が活用された。

③ 入札契約制度の競争性・透明性の確保

） （ ）１ 入札契約制度における競争性・透明性の強化 ３３８頁

「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて （平成２１年１１月１７日閣」

議決定）に基づき、平成２２年６月に「随意契約等見直し計画」を新たに策定し、四

半期毎に契約監視委員会（平成２１年１２月に設置）において１者応札による契約及

び随意契約について、改善策及び妥当性の審議・意見を受けた改善策の補強等点検・

見直しを行った。その結果、平成２０年度の１者応札率が７０．０％、平成２１年度

は、４９．２％であったのに対し、平成２２年度の１者応札率は１９．２％と 、なり

実質的な競争性がさらに確保されてきている。

このほか、建設工事及び建設コンサルタント業務の入札については、引き続き請負

者に対し、下請負予定表の提出を義務づけるなど下請負に対する適正な事務を行うた

めの措置を講じた。

また、入札・契約の手続について、監事による監査によりチェックを受けるととも

に、外部有識者から構成される入札等監視委員会により監視を行った。

） （ ）２ ホームページ等での公表 ３４４頁

引き続き、入札契約の結果及び随意契約等見直し計画に基づく見直し状況等につ

いて、ホームページ等を通じて公表した。

④ 談合防止対策の推進 （３４６頁）

不正行為に関わった業者に対するペナルティ強化を継続するとともに、引き続き

退職予定者に対する談合防止等についての説明を実施した。

また、管理職等に対し独占禁止法に係る研修を実施した。

（ ）⑤ 関連法人への再就職及び契約等の状況の公表 ３４８頁

関連法人との間における人と資金の流れについて透明性を確保する観点から、当

該関連法人の売上高に占める公表対象法人の発注に係る額が３分の２以上である法

人について、機構から関連法人への再就職の状況及び関連法人との間の補助・取引

等の状況に関して、ホームページにおいて、一体として公表した。
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⑥ 財務内容の公開

） （ ）１ 国民への財務内容の公開 ３５０頁

平成２１年度の財務諸表については、国土交通大臣の承認を受け、機構ホームペ

ージに掲載するとともに、セグメント情報を含む関連資料を本社、支社局及び全事

務所において閲覧に供した。

） （ ）２ 機関投資家への財務内容の公開 ３５４頁

機関投資家、アナリストなどを対象とした決算等説明会を開催したほか、投資家

、 。に対し機構の財務内容等を説明するとともに 説明資料をホームページに掲載した

また、機関投資家にとって格付が発行体の財務内容を含む信用リスクの重要な判断

基準であることに鑑み、平成２２年度においても格付投資情報センター及び日本格

付研究所から格付（ ＡＡ＋ ）を取得した。「 」

２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（ ） （ ）１ 機動的な組織運営 ３６０頁

繁忙期、緊急時に機動的な業務遂行が可能となるよう設置した総合技術センター

を中心に、発注業務の管内一括発注、防災態勢時の協力体制、管内研修の実施等機

動的組織運営を進めた。

筑後川局管内においては、組織の集約、防災時の応援、電気、機械施設の共同点

検などを実施し、小石原川ダム建設所と寺内ダム管理所を統合することにより、機

動的な組織運営を図った。

また、人材育成プログラムに基づく各種研修等の実施により、職員の資質を高め

る取組を推進した。

さらに平成２３年３月１１日の東北地方太平洋沖地震の発生により被災した機構

施設の応急復旧では、年度末の繁忙期であったが機構として早期復旧を優先して、

本社をはじめ全国の支社局、事務所から機構全職員の約１割に相当する１２９人の

職員を応援派遣（３月末まで。延べ６９７人・日に相当）し、機動的な人員配置を

行った （再掲）。

① 機動的な組織運営

） （ ）１ 国民からの意見募集 ３６２頁

、 、平成２１年度業務実績報告書に機構の業務 マネジメントについて記載しており

これに対する意見募集が主務省のホームページ上で行われた。

） 、 （ ）２ 国民及び利水者の要望 意見の把握 ３６４頁

機構の業務運営に対し、各種機会及び利水者アンケートの実施を通じ利水者の要

望、意見を把握した。また、当該意見等に対するフォローアップも実施し、利水者

サービスの向上に努めた。なお、さらなる満足度の向上を図るため、平成２０年度

に設定した利水者満足度に係る指標中、設問に対する回答が「満足」等であっても
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意見を記入する様式とし、幅広に利水者の意向を把握した。

） （ ）３ 本社・支社局における利水者対応の充実 ３６６頁

本社及び各支社局の利水者窓口（利水者サービス課等）では、各種説明会等にお

いて、利水者からの意見・要望の把握に努めた。

、 「 」また 平成２２年４月に行われた事業仕分け第２弾 ダム・用水路等の管理業務

の評価結果に関して、管理業務の費用の約７割を負担している利水者等１８８機関

の意見を把握するため、同年１０月から１２月までの間、理事長ほか役員が個別に

各機関を訪問して、自己点検の作業状況を説明した上で意見聴取を行った。

さらに、関係利水者や関係県職員を講師に招いて講演会を２回開催し、その組織

事情、運営基盤強化や給水の安全性など課題への取組、水機構に対する要望につい

て詳しく説明を受け、現場の事情の理解に努めた。

） （ ）４ 効率的な業務遂行のための組織整備 ３６８頁

繁忙期、緊急時に機動的な業務遂行が可能となるよう、総合技術センターを中心

に適切な人員配置を行った。

また、総合技術センターと現場が一体となり、発注業務の管内一括発注、防災態

勢時の協力体制、管内研修の実施などにより業務量の変化、各種の課題への対応を

図った。

さらに平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震で被災した、利根

川河口堰、霞ヶ浦開発、印旛沼開発、霞ヶ浦用水等の機構施設の応急復旧では、年

度末の繁忙期であったが機構として早期復旧を優先して、本社をはじめ全国の支社

局、事務所から機構全職員の約１割に相当する１２９人の職員を応援派遣（３月末

まで。延べ６９７人・日に相当）し、機動的な人員配置を行った （再掲）。

） （ ）５ プロジェクトチーム等の活用 ３７０頁

武蔵水路改築事業の実施に際しては、本社関係部室と現場事務所が、課題につい

て一体的に検討し、円滑な発注を進めるために平成２１年度に発足した「武蔵水路

改築工事契約プロジェクトチーム」を活用し、契約手続を進めた。

「水資源機構技術５ヵ年計画（Ｈ２０－Ｈ２４ 」に基づき、特に重点的に実施す）

る１３のテーマについて発足したプロジェクトチームを活用し、重点プロジェクト

として引き続き取り組んだ。

（ ）② 人事制度の運用 ３７２頁

平成２１年度の評価結果について、平成２２年７月からの月例給与及び業績手当

を評価によって増減するとともに、平成２２年８月に評価結果を考慮して昇格・降

格・昇給を行うなど、職員のインセンティブを確保した。人員配置にあたっては、

評価結果、職務経験等を考慮して、本社、支社局及び各事務所間の配置替えを行っ

た。

また、平成２１年度に周知を図った人事評価における面接の中で、ユーザー等関
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係機関への対応に関する項目について、議論を深める取組を実施した。

（ ）③ 職員の資質向上 ３７４頁

人材育成プログラムに基づき研修計画を作成し、内部研修を実施した。また、外１）

部機関（国土交通省、環境省等）が実施する研修についても積極的に職員を参加さ

せ ７１ １２３ 、内部研修では修得できない分野の高度な専門知識（ コース、延べ 名）

の修得を図り、職員の資質の向上に努めるとともに、民間が主催する研修を受講し

（１７コース、延べ３２名 、民間の研修生との意見、情報交換を行うことにより、）

民間的経営感覚、広い視野の修得を行った。

資格取得の取組として、資格取得に関する情報提供や人材育成プログラムに基づ２）

く取組などにより、公的資格の取得を促進し、職員の資質向上を図った。

関連技術の習得に向けた取組として、水道事業体へ昨年に引き続き３名の職員を

派遣したほか、水道施設管理技士の資格取得や国立保健医療科学院が実施する専門

研修に職員を参加させるなど、水道技術の修得・向上を図った。

技術力の更なる向上のための人員配置については、総合技術センターと現場が一３）

体となって業務を実施することにより、その業務に携わる職員の資質の向上を図っ

ている。また、事務系及び技術系職員ともに入社１０年間で、各部門（事務系：総

、 、 、 、 、 ） （ 、 、務 財務 用地 技術系：ダム 水路 設備等 又は幅広い職種 調査設計 環境

、 ） 、 、 、工務 工事等 を経験させ その後 自ら向上していく能力を身につけさせるため

複数の専門分野を経験させるなどの人員配置を行い、計画的な人材育成を行った。

（ ） （ ）２ 効率的な業務運営 ３８２頁

情報化、電子化による業務改善を図るとともに、職員の自発的取組によって業務

改善を進める「業務改善チャレンジ」を引き続き行った。

（ ）① 情報化・電子化による業務改善 ３８４頁

システムの円滑な運用と業務の更なる効率化を図るために、人事総合システムの改

造を行うとともに、経理システムの的確な運用、情報提供システムの情報更新を行っ

た。契約金額５００万円以上の工事及び設計業務等を対象とした電子納品の対象件数

は、平成２２年度は１，０４８件であった。

（ ）② 組織間の役割分担の見直しと業務の一元化 ３８８頁

平成２２年度においては、群馬用水施設緊急改築事業の完了を踏まえ、群馬用水

総合事業所から群馬用水管理所に改組した。また、小石原川ダム建設所と寺内ダム

管理所の統合を行い、組織の集約、防災時の応援、電気、機械設備の共同点検など

を実施し、両事務所の規模縮小を図り、組織の効率化を図った。

さらに、筑後川局管内において、筑後川局、筑後川下流用水総合管理所及び筑後

大堰管理所の統合準備を進め、組織のスリム化の調整を了した。
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（ ）③ 外部委託の活用 ３９０頁

引き続き、単純、定型的な業務について外部委託するとともに、一層の機械化・

電子化を推進した。コストの検証結果も踏まえ、平成２２年度は４６名の継続雇用

従事者を活用し、機構業務の一部を担わせ、円滑な業務遂行を図った。

（ ）④ 継続雇用制度の活用 ３９２頁

平成２１年度に引き続き、豊富な経験と知見を持つ人材の活用により、平成２２

年度においては、継続雇用従事者を新たに１６名（計４６名）を採用し、機構の業

務運営の効率化と技術の伝承を図った。

（ ） （ ）３ 事務的経費の節減 ３９４頁

事務的経費の節減は、各事務所の自主的取組であるアクションプログラムの実施

による物件費等の節減、また、環境マネジメントシステム（ＩＳＯ規格）の運用に

より、平成１９年度事務的経費と比較して１１．５％（総額で約５．６億円）節減

し、年度計画に掲げる目標（１１％）を達成した。

（ ） （ ）４ 総人件費改革に伴う人件費の削減 ３９６頁

人件費の削減を図るため、平成２１年度から自主的に実施していた本給５％カッ

トを引き続き実施したほか、新たに昇給の１ヶ月延伸、地域手当の支給割合の２０

％カット及び地域手当の異動保障の適用の凍結を実施した。また、同一地域内での

異動を行う職員について本給を一律に減額する地域勤務型の制度（平成１７年度導

入）を継続運用した。これらの取組によって、人件費を平成１７年度と比較して

１０．８％削減し、年度計画に掲げた目標（概ね５．０％減）を達成した。

その結果、平成２２年度における対国家公務員指数は１１２．６となり、この給

与水準の検証結果及び適正化への取組状況についてホームページ等にて公表した。

（ ） （ ）５ コスト構造改善の推進 ４０２頁

「 」 、平成２０年度に策定した 水資源機構コスト構造改善プログラム の推進により

平成２２年度に機構で実施した総合コスト改善率は１１．４％（物価変動を考慮し

ない値）となり、年度計画に掲げる目標（９％）を達成した。

また、事業実施主体となる関係機関と調整を図りながら「行政効率化関係省庁連

絡会議公共事業コスト構造改善推進ワーキンググループ」で計測される物価変動を

考慮した総合コスト改善率を算出し その結果を公表することとしており 平成２１、 、

年度実績について、国に準じて平成２２年１２月２８日にホームページ等にて公表

した。

（ ） （ ）６ 事業費の縮減 ４０６頁

平成２２年度の事業費は平成１９年度予算と比較して２０％減となり、年度計画

に掲げる目標（２０％減）を達成した。
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また、新築・改築事業においては、事務的経費の節減、総合的なコストの縮減等

を行うなどの円滑な業務執行を図った。

（７）適切な資産管理

（ ）① 事業資産の管理 ４１０頁

固定資産管理システムの円滑な運用を図るために、システムの入力マニュアルの改

訂を行い、担当者会議において各事務所の担当者への周知を図るなど、より適正な資

産管理に引き続き取り組んでいる。

② 保有資産の見直し

） （ ）１ 本社宿舎の見直し ４１２頁

宿舎計画では、本社から遠距離となっている百合ヶ丘宿舎の代替として、常盤平・

寺尾台・高島平の宿舎等跡地及び高円寺宿舎を処分し、本社近傍地（さいたま市見沼

。） 、区大和田町内に宿舎用地を取得済み に宿舎を建設して集約化を図ることとしており

平成２２年度は、その建設に着手した。

） （ ）２ 本社以外の宿舎見直し ４１４頁

本社以外の宿舎は、独立行政法人整理合理化計画に掲げている宿舎の他に、低利用

宿舎、未利用宿舎及び将来未利用となる見込みの宿舎の処分等可否について引き続き

検討を行った。

平成２２年度においては、不要宿舎等の処分に係る補助金適正化法の承認申請等の

事務手続を進めた。

） （ ）３ 会議所の見直し ４１６頁

平成２２年度までに会議所等の処分等を完了した。

３．予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画 （４１８頁））

年度計画における予算（収入予算：約２，１６４億円、支出予算：約２，０３７億

円）に基づいて、適正に業務運営を行った。

※ 収入と支出の予算額の開差は、割賦負担金収入の繰上げ償還額等によるものである。

． （ ）４ 短期借入金の限度額 ４２６頁

限度額の範囲内において、一時的な資金不足に充てるため、最大１７０億円を借り

入れた。

． （ ）５ 重要な財産の処分等に関する計画 ４２８頁

戸倉ダム建設事業において取得した事業用地については、引き続き適切な用地保全

を行うとともに、適正な処分に向けた検討、調整を行っている。

宿舎計画では、本社から遠距離となっている百合ヶ丘宿舎の代替として、常盤平・

寺尾台・高島平の宿舎等跡地及び高円寺宿舎を処分し、本社近傍地（さいたま市見沼



( 35 )

区大和田町内に宿舎用地を取得済み ）に宿舎を建設して集約化を図ることとしてお。

り、平成２２年度は、その建設に着手した （再掲）。

本社以外の宿舎は、独立行政法人整理合理化計画に掲げている宿舎の他に、低利用

宿舎、未利用宿舎及び将来未利用となる見込みの宿舎の処分等可否について引き続き

検討を行った。

平成２２年度においては、不要宿舎等の補助金適正化法に係る認可申請等の事務手

続を進めた （再掲）。

． （ ）６ 剰余金の使途 ４３０頁

剰余金の使途については、独立行政法人水資源機構法第３１条の積立金の処分によ

り利水者等へのサービスの向上や機構の経営基盤の強化に資する業務の財源に充当す

ることを予定しているため、平成２２年度の機構の当期総利益約８１億円は、独立行

政法人通則法第４４条第１項の規定により、これを積立金として整理した。

７．その他業務運営に関する重要事項

（ ） （ ）１ 施設・設備に関する計画 ４３２頁

平成２２年度においては、施設整備・更新及び改修等として試験研究機器、情報

機器更新等を実施した。

（２）人事に関する計画

） （ ）１ 要員配置の見直し ４３６頁

平成２２年度においても、要員配置計画を作成し、計画的要員配置の見直しを行

った。

平成２０年度より対象範囲を拡大した地域勤務型制度について、引き続き定着を

図ることにより、地域に密着した人材の育成等の推進を図った。

） （ ）２ 人員の適正な配置 ４３８頁

、 、最盛期にある豊川用水二期事業 大山ダム建設事業等に重点的な人員配置を行い

事業の計画的な進捗を図った。

事務系及び技術系職員が一体となって業務推進を図る体制を執り、多角的な対応

を進めていくために、総務部、経営企画部、環境室、豊川用水総合事業部、長良川

河口堰管理所、川上ダム建設所、朝倉総合事業所等において、広報、予算、環境等

の各部門での事務系職員と技術系職員の交流配置を行った。

（ ） （ ）３ 積立金の使途 ４４０頁

独立行政法人水資源機構法第３１条に係る積立金の処分（約３４１億円）につい

ては、平成２０年６月３０日付けで国土交通大臣の承認を受け、第２期中期目標期

間において国及び利水者負担の軽減に資する取組に充当することとして活用してい

る。

平成２２年度においては、上記積立金のうち約５７億１千万円（税込）について
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以下のとおり活用した。

①退職給付引当金負担軽減積立金 ： 約２，４０１百万円

②管理業務費負担軽減積立金 ： 約６２２百万円

③管理特定業務費積立金 ： 約１，４２３百万円

④施設整備積立金 ： 約１７１百万円

⑤経営基盤強化積立金 ： 約１，０９３百万円

平成２２年度の積立金の執行にあたっては、平成２２年３月に国土交通省独立行

政法人評価委員会水資源機構分科会により、使途について事前チェックを受け、そ

の活用に当たり適正な執行を確保した。

また、平成２１年度に執行した積立金の執行内容については、機構内の関東、中

部、関西、四国、九州の各ブロックごとに各所長、各利水者担当課長等に執行内容

を説明するとともに、各利水事業者からの問い合わせ等に対し、適切な情報提供が

可能となるよう情報共有を行った。

（４）その他当該中期目標を達成するために必要な事項

① 利水者負担金に関する事項

） （ ）１ 前払い方式の活用 ４４４頁

、 、 、平成２２年度は滝沢ダム建設事業 武蔵水路改築事業 木曽川水系連絡導水路事業

群馬用水施設緊急改築事業及び豊川用水二期事業における建設負担金について、利水

者の要望に応じた支払の手続を行った。

） （ ）２ 支払方法の検討 ４４６頁

、より柔軟に金利の変動に対応するための利水者の負担金の支払方法等については

問題点を把握した上で関係各方面と調整等を行う必要がある一方で、利水者からの

要望のある据置期間の延長、償還残存期間の延長等については可能な限り要望に応

えるべく検討を行った。

） （ ）３ 繰上償還の受入 ４４８頁

利水者の割賦負担金の利子負担の軽減を図るため、償還利子率が５％以上の割賦

負担金について、平成１９年度末の割賦元金の残高約３，０００億円に対して、第

２期中期目標期間の繰上償還受入枠をその２分の１の約１，５００億円とし、平成

２０年度から年間の受入枠を３００億円に拡大している。

平成２２年度は利水者の要望及び機構の財務運営を勘案のうえ、約３１０億円の

繰上償還を受け入れた。

（ ）② 中期目標期間を超える債務負担 ４５０頁

事業の進捗状況から次期中期目標期間にわたって契約を行う武蔵水路改築事業に

係る工事等、施設管理に係る設備更新等の債務負担を、年度計画に計上された債務

負担行為限度額（４７，６４８百万円）の範囲内（約１６，５６１百万円）で行っ

た。


